
☆ゴム・ビニール製品類

収集日 収 集 地 区
月・木 里・中金久・外金久・手花部・前肥田・打田原・喜瀬３区・用・笠利１区・笠利２区・笠利３区・辺留・須野・崎原・土盛

火・金 佐仁１区・佐仁２区・屋仁・川上・節田・喜瀬１区・喜瀬２区・宇宿・城間・万屋・和野・平・土浜・用安

※名瀬クリーンセンターの休業日である１月１日から１月３日を除く

燃やせるごみの例
☆台所のごみ類
☆プラスチック製品類
☆皮革製品類

燃やせないごみの例

☆その他 生ごみ 弁当容器 カミソリ グローブ カバン 衣類 　落ち葉  など

※名瀬クリーンセンターの休業日である１月１日から１月３日を除く

ＣＤ・ＤＶＤ 発砲スチロール

☆電球・蛍光灯・乾電池類
☆小型家電製品類
☆ガラス・せともの類
☆金属製品・刃物類
☆空き缶・カサ

収集日 収　　　　　集　　　　　地　　　　　区

電話機 扇風機 ガラス 鉢 調理ナベ 刃物類 金属製品 　カサ　  など

新聞紙のみ

雑誌・その他紙類

電球

ダンボールのみ

一時多量ごみ 引越し大掃除等のごみ

粗 大 ご み

産業廃棄物

その他

リサイクル家電

　※リサイクル家電の処理は，最寄の小売店に相談してください。

　※産業廃棄物の処理は，産業廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。

　※その他の処理は，専門業者・メーカー・販売店にお問い合わせください。

家電リサイクル法対象品目（テレビ・エアコン・冷蔵
庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）及びパソコン

事業活動に伴って発生する廃棄物で，法令で定められて
いる２０種類（廃プラスチック，金属くず，がれき類
等）※農業用ビニールも含まれます。

タイヤなどの自動車部品，バイク，スプリング入りの
マットレス，農薬，劇薬，廃油，灯油，塗料，園芸用
土，消火器，バッテリー，ガスボンベ，発炎筒

　第２水曜日

　第４水曜日

直接，処理施設に持ち込まれるか有料で一般廃
棄物収集運搬許可業者に依頼されてください。
（自転車・畳・布団・木製家具等）

お店や事業者から出されるごみです。直接，名
瀬クリーンセンターに持込むか，業者に委託さ
れてください。

事 業 所 ご み

ビン類 ペットボトル 第４土曜日 土盛・宇宿・城間・万屋・節田・土浜・用安

第１土曜日 和野・平・手花部・前肥田・打田原・喜瀬1区・喜瀬２区・喜瀬３区

第２土曜日 用・笠利１区，笠利２区，笠利３区・辺留・須野・崎原

第３土曜日 佐仁１区，佐仁２区・屋仁・川上・里・中金久・外金久
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※折込チラシは雑誌その他へ入れてください。

※透明袋に入れて出してください。

※ノート・教科書・紙箱・包装紙・カタログ・コピー用紙等も一緒に出してください。

※透明袋に入れて出してください。

※ダンボールは，平たく重ねて，ひもで縛ってください。

ごみは，各地区の収集場所へ必ず収集日当日（朝８時３０まで）に出してください！

※指定ごみ袋に収まらない大きさのものは粗大ごみ扱いとなります。

※生ごみは，しっかり水を切ってから出してください。

※発泡スチロールは，３０ｃｍ以下に砕いて出してください。

※ビン類は，収集場所に設置してあるそれぞれの回収かご（無色透明，茶色，その他のビン等）に分別して入れてください。

※ペットボトルはフタ，ラベルを外し，汚れているものは水洗いして下さい。（ペットボトルのフタ，ラベルは燃えるごみです。）

※扇風機やカサ等で指定ごみ袋に収まらない大きさのものは粗大ごみ扱いとなりますので，ごみ袋に収まるよう分解して出してください。

※蛍光灯（棒状の蛍光灯は紙等で覆って割ること。）・ガラス・せともの・刃物など鋭利なものは，紙などに包み「危険」と書いて指定ごみ袋に入れてください。

※スプレー缶・卓上ガスボンベは，必ず中身を使い切り，各集落指定（収集日時及び収集場所は集落で異なります。）の収集場所へ出してください。


